
議第２２号 

 

   高山市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成３０年２月２７日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 土地改良法の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 

 高山市土地改良事業分担金徴収条例（昭和５６年高山市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

改  正  前 改  正  後 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、別表に掲げる事業（以下

「土地改良事業」という。）の費用にあてるた

め、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下「法」という。）第９１条第３項及び第９

６条の４において準用する同法第３６条の規

定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、別表に掲げる事業（以下

「土地改良事業」という。）の費用にあてるた

め、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下「法」という。）第９１条第３項及び第９

６条の４第１項において準用する同法第３６

条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要

な事項を定めることを目的とする。 

  

 （分担金の額）  （分担金の額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 土地改良事業の施行に係る地域内の農地に

つき、法第１１３条の２第２項の規定に基づ

く当該事業の工事の完了の公告の日（その公

告において工事完了の日が示されたときは、

その示された日）の属する年度の翌年度（そ

の年度の到来する以前に知事が指定する場合

にあつては、当該指定する年度）から起算し

て８年を経過しない間に農地以外への転用が

行われる場合又は当該事業により畑として区

画形質が変更され若しくは造成されたものに

ついての開田が行われる場合（当該転用に係

る農地の面積が知事の指定する面積を超えな

い場合又は知事が補助金の返還を要しないも

のとして承認した場合を除く。）において、当

該転用に係る農地（以下「転用農地」という。）

又は当該開田に係る農地（以下「開田農地」

という。）につき法第３条に規定する資格を有

する者から徴収する分担金の額は、当該事業

２ 土地改良事業の施行に係る地域内の農地に

つき、法第１１３条の３第２項及び第３項の

規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の

日（その公告において工事完了の日が示され

たときは、その示された日）の属する年度の

翌年度（その年度の到来する以前に知事が指

定する場合にあつては、当該指定する年度）

から起算して８年を経過しない間に農地以外

への転用が行われる場合又は当該事業により

畑として区画形質が変更され若しくは造成さ

れたものについての開田が行われる場合（当

該転用に係る農地の面積が知事の指定する面

積を超えない場合又は知事が補助金の返還を

要しないものとして承認した場合を除く。）に

おいて、当該転用に係る農地（以下「転用農

地」という。）又は当該開田に係る農地（以下

「開田農地」という。）につき法第３条に規定

する資格を有する者から徴収する分担金の額



につき県から交付を受けた補助金の額に相当

するものを前項に規定する分担金の算定方式

により当該転用農地又は開田農地に割りふつ

て得られる額（農地の農地以外への転用が行

われる場合において、当該転用に伴い遊休化

する施設を目的外用途に活用することにより

生ずる収入があるときは、当該収入額のうち

当該転用農地に係るものを差し引いた額）と

する。 

は、当該事業につき県から交付を受けた補助

金の額に相当するものを前項に規定する分担

金の算定方式により当該転用農地又は開田農

地に割りふつて得られる額（農地の農地以外

への転用が行われる場合において、当該転用

に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用す

ることにより生ずる収入があるときは、当該

収入額のうち当該転用農地に係るものを差し

引いた額）とする。 
  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


